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第 10 節 周産期医療体制 

１ 現状 

○ 上川中部圏域の出生数は、平成 24 年には 2,737 人でしたが、令和 4 年には 1,833 人となり、

33.0%の減少となっています。 

○ 低出生体重児（2,500 グラム未満）の出生割合は、平成 24 年に 10.3％、平成 30 年に 10.4％

と横ばいとなっていましたが、令和４年は 8.5％となっています。 

 

○ 上川中部圏域における産婦人科（産科）医師数は、平成 12 年の 57 人から平成 20 年には 46

人と減少し、その後は横ばいとなっていましたが、令和 4 年には 37 人に減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 上川中部圏域で分娩を行っている医療機関は、令和５年 4 月時点での調査では６医療機関（全

て旭川市に所在）あり、夜間等産科救急患者の受入を、ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院、旭川医

科大学病院、市立旭川病院で輪番体制を取り、当日の一次当番医療機関からのオンコール体制と

合わせて実施しております。安心して身近なところで出産できるという意味では、他圏域と比べ

て妊産婦の負担も少ない圏域といえます。 

○ 道は、平成 23 年に「北海道周産期医療体制整備計画」（以下「整備計画」という。）を策定

し、第三次医療圏ごとに総合周産期母子医療センター（以下「総合周産期センター」という。）

を６か所、第二次医療圏に地域周産期母子医療センター（以下「地域周産期センター」という。）

を 30 か所認定し、整備計画を推進してきたところです。 

また、上川中部圏域では、ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院が総合周産期センターとして、旭川

赤十字病院及び旭川医科大学病院が地域周産期センターとして認定されています。  
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【周産期センターの整備状況】                   令和 5 年４月現在 

区 分 主な機能 現状と課題 

総合周産期センター 
母体又は児におけるリスクの高い妊娠に

対する医療、高度な新生児医療等の提供 

・第三次医療圏ごとに原則１か所 

・認定した６か所のうち、国の要件を

満たす「指定」＊１は４か所 

地域周産期センター 周産期に係る比較的高度な医療の提供 
・第二次医療圏に 30 箇所認定 

（うち分娩休止：4 か所） 

 

○ 道では、平成 13 年から北海道周産期救急情報システムにより、総合周産期センターなどにお

ける妊産婦や新生児の受入情報を各医療機関や消防機関等へ提供しています。 

○ 平成 21 年度から開始した周産期救急搬送コーディネーター事業では、北海道周産期救急情報

システムの日々の情報更新、患者を搬送する際の医療機関、消防機関との連絡調整、妊産婦等か

らの病状や受診医療機関などについての電話相談を行っています。 

 

 

２ 課題 

（総合周産期センター及び地域周産期センターにおける産婦人科医師の確保等） 

認定を受けている総合周産期センターの指定を目指すとともに、これらのセンターへの産婦人

科医師の優先的かつ重点的な確保が必要です。 

 

（周産期医療従事者に対する研修機能の充実） 

総合周産期センターは、それぞれの圏域において周産期医療従事者に対し研修会を開催すると

ともに、現場の医療従事者のニーズを把握しながら、研修内容の充実を図ることが必要です。 

 

 

 

＊１ 「指定」とは、総合周産期センターが、国の定める一定の要件（医療従事者や母体・胎児集中治療管理室（ＭＦＩＣＵ）などの病床数）を満た

し、北海道総合保険医療協議会の意見を踏まえ道が指定するもの。国の定める一定の要件を満たしていない医療機関については、その整備が図ら

れるまでの間は「認定」として取り扱う。  

【産婦人科救急電話相談】　 電話番号　：　 ０１１－６２２－３２９９　（さんぷきゅうきゅう）

受付時間　：　 １９ 時 ００ 分 ～ 翌朝 ９ 時 ００ 分 （年中）

周産期救急情報システムと周産期救急搬送コーディネーター事業

北海道周産期

救急情報システム
（関係者用）

一般

住民

総合・地域

周産期センター

コドモックル

大学病院

一般の産科

医療機関等

・

消防機関

周産期救急搬送

コーディネーター

北海道救急医療 ・広域災害

情報システム（ｗｅｂ）

救急患者受入要請・受諾

救急患者搬送

ｗｅｂ

閲覧

救急患者

受入要請

応需情報

代行入力
救急患者

受入先連絡

応需情報

直接入力

受

診

救急患者

受入調整

受診先連絡

電話相談

応需情報

収集

ｗｅｂ

閲覧

受診・搬送の流れ
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（総合周産期センター等のＮＩＣＵ等に長期入院している児童の療養・療育環境の充実） 

新生児集中治療管理室（以下「ＮＩＣＵ」という。）等に長期入院している児童が病状などに

応じた望ましい環境で療養・療育されるよう、保健・医療・福祉サービスが相互に連携した支援

体制の充実が必要です。 

 

３ 必要な医療機能 

周産期医療体制の構築に当たっては、総合及び地域周産期センターを中心として三医育大学の協

力を得ながら、医療機関間の連携、第三次医療圏間の連携（広域搬送・相互支援体制の構築等、圏

域を越えた母体及び新生児の搬送及び受入が円滑に行われるための措置）等を推進するとともに、

これまでのハイリスク分娩などに対する取組以外にも、正常分娩等に対する安全な医療を提供する

ための体制の確保や周産期医療関連施設を退院した障がい児等が生活の場で療養・療育できる体制

の確保が必要です。 

 

（正常分娩等に対し安全な医療を提供するための、周産期医療関連施設間の連携） 

 正常分娩（リスクの低い帝王切開術を含む。）や妊婦健診等の分娩前後の診療を安全に実施で

きる体制の構築が必要です。 

 ハイリスク分娩や急変時には地域周産期センター等へ迅速に搬送が可能な体制の構築が必要で

す。 

 妊産婦のメンタルケアや社会的ハイリスク妊産婦（特定妊婦等の妊娠中から家庭環境における

ハイリスク要因を有する妊婦）への対応が必要です。 

 

（周産期の救急対応が 24 時間可能な体制） 

総合周産期センター、地域周産期センターを中心とした周産期医療体制による、24 時間対応可

能な周産期の救急体制の確保が必要です。 

 

（新生児医療の提供が可能な体制） 

新生児搬送やＮＩＣＵ、ＮＩＣＵに併設された回復期治療室（以下「ＧＣＵ」という。）及び

ＮＩＣＵ等の後方病室確保を含めた新生児医療の提供が可能な体制の構築が必要です。 

 

（ＮＩＣＵに入室している新生児の療養・療育支援が可能な体制） 

周産期医療関連施設を退院した障がい児等が生活の場で療養・療育できるよう、医療、保健及

び福祉サービスが相互に連携した支援体制の構築が必要です。 

 

（周産期における災害対策） 

災害時に周産期に係る適切な医療や物資が提供され、また、被災地からの搬送受入れや診療に

係る医療従事者の支援が適切に行われる体制の構築が必要です。 

周産期センターにおいては、被災後、早期に診療機能を回復できるよう、必要な物資の確保等、

平時からの備えを行っておくことが必要です。 

 

（周産期医療における新興感染症の発生・まん延への対策）  

新興感染症が発生した際に、速やかに外来診療、入院、自宅療養者等への医療等が提供できる

ような体制の構築が必要です。 
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４ 数値目標等 

指標区分 指標名(単位) 現状値 目 標 現状値の出典（年次） 

体 制 整 備 

分娩を取り扱う医療機関数（か所） 6 現状維持 
北海道保健福祉部調査 

（令和 5 年 4 月） 

産科・産婦人科を標ぼうする病院、診療所の

助産師外来開設割合（%） 
23.1 現状維持 

北海道保健福祉部調査 

（令和 5 年 4 月） 

総合周産期母子医療センター（指定）の整備

医療機関数 

0 

(認定１) 
現状維持 

北海道指定 

（令和 5 年 4 月） 

地域周産期母子医療センター整備医療機関

数 
2 現状維持 

北海道認定 

（令和 5 年 4 月） 

安 全 に 出

産 で き る

体 制 

新生児死亡率（千対） 

旭川市 0.5 現状より減少 
北海道保健統計年報 

（令和 3 年） 

上川保健所管内 3.9 現状より減少 
北海道保健統計年報 

（令和 3 年） 

周産期死亡率（千対） 

旭川市 3.8 現状より減少 
北海道保健統計年報 

（令和 3 年） 

上川保健所管内 3.9 現状より減少 
北海道保健統計年報 

（令和 3 年） 

   

５ 数値目標等を達成するために必要な施策 

（総合周産期センター及び地域周産期センター等の整備） 

○ 周産期医療に関する最先端の知識・技術が集積している三医育大学との連携を強め、これらの

大学から医師の優先的かつ重点的な派遣を受けながら、地域の医療資源を最大限活用し、総合周

産期センター等で周産期医療の提供に努めます。 

○ 第三次医療圏内において、ハイリスク児やハイリスク分娩などに対応できるよう、総合周産期

センターに優先的かつ重点的に産婦人科医師を確保することなどにより、機能の維持強化を図る

とともに、認定を受けている１か所の総合周産期センターについては、センターの意向も確認し

ながら、指定を目指します。 

○ 第二次医療圏内において、24 時間体制で周産期救急医療に対応する地域周産期センターの中

でハイリスク分娩等に対応する地域周産期センターに対し、産婦人科医師の複数配置などを行い、

産婦人科医師の優先的かつ重点的確保を図ります。 

 

（搬送体制等の整備) 

北海道周産期救急情報システムや周産期救急搬送コーディネーター等を活用し、妊産婦や新生

児のスムーズな周産期センターへの救急搬送体制の確保に取り組みます。 

 

（周産期医療従事者に対する研修機能の整備） 

総合周産期センターにおいて、第三次医療圏内の産科医療機関の医師及び看護師などの医療従

事者を対象とした研修会を開催し、圏域内の医療機関の連携体制の構築や医療技術の向上に努め

ます。 

 

（妊産婦の多様なニーズに対応する取組） 

身近なところに産科医療機関がない地域における妊産婦や産婦人科医師の負担軽減につながる

ことから、産科及び産婦人科以外の診療科を含めた医療機関や関係団体と連携しながら、助産師

外来＊１や院内助産所の開設等を促進します。 

 

 

＊１ 助産師外来：助産師が医師と役割分担しながら自立して、妊産婦やその家族の意向を尊重しながら、健診や保健指導を行うもの。  
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（ＮＩＣＵ等に長期入院している児童への支援） 

ＮＩＣＵ等に長期入院している児童の退院を促進し、ＮＩＣＵ等の満床状態を解消するための

地域療育支援施設運営事業や在宅への移行促進・保護者等のレスパイトのための日中一時支援事

業などに取り組みます。 

 

（周産期における災害対策） 

災害時に周産期に係る適切な医療や物資が提供されるよう、災害拠点病院や周産期母子医療セ

ンター等の連携体制の確保を進めるなど、災害時における周産期医療体制の構築に努めます。 

 

（周産期医療における新興感染症の発生・まん延への対策） 

新興感染症が発生した際に、速やかに入院、外来診療、自宅療養者等への医療等が提供できる

よう、関係者や関係機関と協議の上、医療措置協定を締結するなど、平時から計画的な準備に努

めます。また、主に当該感染症に対応する医療機関等と当該感染症以外に対応する医療機関等の

役割分担が図られるよう調整に努めます。 

 

 

６ 医療機関等の具体的名称 

【周産期母子医療センター（上川中部圏域）】         令和５年 4 月現在 

区 分 医療機関名 認定年月日 

総合周産期母子医療センター ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院 平成 13 年 10 月１日 

地域周産期母子医療センター 
旭川赤十字病院 平成 13 年 10 月１日 

旭川医科大学病院 平成 23 年３月 30 日 

＊周産期医療に係る医療機関名簿は、第６章別表により随時更新 

 

 

７ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割 

妊娠は、ホルモン等の内分泌機能の生理的変化により、歯周病のリスクを高めることから、市町

等と連携し、妊産婦に対して歯・口腔の健康づくりに関する正しい知識や定期的に歯科医療機関を

受診することの必要性を啓発するための機会の確保に努めます。 

また、妊婦が歯科医療機関を受診した際は、妊娠週数に配慮し、適切な歯科医療の提供に努めま

す。 

 

 

８ 薬局の役割 

妊婦等が医薬品を適切かつ安全に使用できるよう、薬局において、薬学的管理（薬剤服用歴の管

理、服薬状況や副作用の把握等）を行うとともに、妊婦等への適切な服薬指導などに努めます。 

 

 

９ 訪問看護事業所の役割 

○ 周産期医療関連施設を退院した障がい児等が在宅で療養・療育できるよう医療機関などと連携

し支援を行います。 

○ 心身の疾病や障がいのある妊婦が不安なく妊娠期の生活や分娩ができるよう、医療機関や市町

等地域関係者と連携し支援を行います。 
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周産期医療連携体制

【分娩の取扱】

総合周産期母子医療センター
（高度・専門的な周産期医療の提供）
《北海道厚生連旭川厚生病院》

地域周産期母子医療センター
（専門的な周産期医療の提供）

《旭川赤十字病院》
《旭川医科大学病院》

一般の周産期母子医療施設
（正常分娩に対応する施設）

【対応が難しい新生児】

特定機能周産期母子医療センター
【北海道立子ども総合医療・療育センター】
（ハイリスクの胎児や新生児に対応する周産期
医療の提供）

【協力支援機関】

三医育大学

第三次
医療圏

第二次
医療圏

第一次
医療圏

妊産婦・新生児

救急搬送
コーディネーター

応需確認
受入要請

相
談

受

診

救
急
搬
送
要
請

救
急
隊

【療養・療育支援】

地域療育支援施設
日中一時支援施設
訪問看護事業所

退
院
支
援

連

携

長期療養児

在
宅
支
援


